
(様式例第11)

長崎県知事 大石 賢吾  殿

地長機医事第 号
令和 7年 10月  5日

.  住 所 長崎市新地町6-39
申請者 地方独立行政法人長崎市立病院機構
氏 名 理事長 門田 淳―

長崎みなとメディカルセンターの地域医療支援病院の業務報告について

標記について、医療法第12条の 2の規定に基づき、令和6年度の業務に関して報告します。

1 設者の住所及び氏名

(注)開設者が法人である場合は、「住所」欄に
法人の名称を記入すること。

主たる事務所の所在地を、「氏名」欄には

2 名称

記

住所
T850-3555

長崎市新地町6-39

氏名 地方独立行政法人長崎市立病院機構 理事長 門田:淳―

長崎みなとメディカルセンター

3 所在の場所
T850-8555

長崎新地町6-39

電話 ( 095 )822 3251

4 病床数
精神病床 感染症病床 結核病床 療養病床 一般病床 合計

床 6床 13床 床 494床 513床
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5 施設の構造設備

(注)主 な設備は、主たる医療機器、研究用機器、教育用機器等を記入すること。

施設名 設備概要

集中治療室

(主な設備)救急蘇生装置、除細動器、ペースメ■カー、心電計、ポータブルエ

ックス線撮影装置、呼吸循環監視装置、人工呼吸装置、経皮的酸素分圧監視装置

又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置微量輸液装置、超音波診断装置、心電図モ

ニター装置、自家発電装置、電解質定量検査装置、血液ガス分析装置

化学検査室
(主な設備)電気化学発光免疫測定装置、生化学自動分析装置、グリコヘモグロ
ビン測定装置、血液凝固測定装置、多項目自動血球分析装置

細菌検査室
(主な設備)血液培養自動分析装置、抗酸菌分離培養装置、同定感受性検査シス
テム

病理検査室
(主な設備)自動包埋放置、自動染色装置、自動免疫装置、自動封入装置、クリ
'オスタット

病理解剖室 (主な設備)解剖台、写真撮影装置

研究室 (主な設備)プロジェクタエ、モニター、電子カルテPC

講義室 室数  1 室 収容定員  150 人

図書室 室数  1 室 蔵所数  2500冊程度

救急用又は患者

搬送用自動車

(主な設備)

保有台数 1 台

医薬品情報管理室
[専用室の場合]

[共用室の場合]

床面積 33.93 席



(様式例第12)他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供する体制が整備されている
ことを証する書類及び救急医療の提供実績

1.地域医療支援病院紹介率及び地域医療支援病院逆紹介率

地域医療支援病院

紹介率
89.2%

算定

期間
令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7年 3月  31日

地域医療支援病院

逆紹介率
169,9%

算出

根拠

A:紹介患者の数 7,729人

B:初診患者の数 8,663人

C:逆紹介患者の数 14,715人

(注 )

(注 )

(注)

1 「地域医療支援病院紹介率」欄は、Aを Bで除した数に100を乗じて、小数点以下第 1位ま
で記入すること。
2 「地域医療支援病院逆紹介率」欄は、Cを Bで除した数に100を乗じて、小数点以下第 1位
まで記入すること。
3 それぞれの患者数については、前年度の延数を記入すること。
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(様式例第13) 救急医療を提供する能力を有することを証する書類

1 重症救急患者の受入れに対応できる医療従事者の確保状況 (令和7年3/31現在)

2 重症救急患者のための病床の確保状況

No. 職種 氏   名 勤務の態様 勤務時間 備考

1 医師
非常勤  非専従

38.75

2 医師
囲 剛
非常勤  :非専従

38.75

3 医師
□
非常勤
剛
非専従

38.75

4 医師
非常勤
剛
非専従

38.75

5 医師
剛

非常勤  非専従
38.75

6 医師
囲
非常勤
剛
非専従

38.75

7 医師
剛

非常勤  非専従
38.75

8 医師
囲  剛
非常勤  非専従

38.75

9 看護師
| 囲 I::::::::]

非常勤  非専従
38.75

10 薬剤師
囲
非常勤 非専従

38,75

11 放射線技師
囲
非常勤 非専従

38.75

12
臨床検査技

師
囲
非常勤
剛
非専従

38,75

優先的に使用できる病床 4床

専用病床 16床

(注)一 般病床以外の病床を含 は、病床区分ごとに記載すること。



施 設 名 床 面 積 設 備 概 要 24時間使用の可否

手術室 (9室 ) 418.63nド

(主な設備)手術台、モニター、無影
灯、麻酔器、顕微鏡、電気メス、手術

用内視鏡システム、除細動器、患者加

温装置、血液ガス分析装置

可

ハイブリット手

術室
53.3nド

(主な設備)アンギオ装置、モニタ
ー、電メス、除細動器

可

初療室 116.6ポ

(主な設備)無影灯、エコー、人工呼
吸器、モニター、ス トレッチャー、麻

酔器、除細動器、輸液加温装置

可

放射線室 304.ln正

(主な設備)T般撮影4室～血管造影
室2室、CT室2室それぞれ一般撮影機

器、血管造影装置及びCT設置

可

m (主な設備)

3 重症救急患者に必要な検査、治療を行うために必要な診療施設の概要

4 備考

心臓血管内科においては医師直通のホットラインにより24時間対応可。小児科においても医師を24

時間配置。脳神経外科・内科においては長崎大学病院と分担して週 3日の夜聞・休日ホットライン

を設け、残る4日は専門医によるオンコァル体制と している。

(注)特 定の診療科においてt重症救急患者の受入体制を確保する場合には、その旨を記載するこ
と。

既に、救急病院等を定める省令 (昭和39年厚生省令第8号)に基づき都道府県知事の救急病院
の認定を受けている病院、救急医療対策の設備事業について (昭和52年 7月 6日付け医発第692号厚
生省医務局長通知)に基づき救急医療を実施している病院にあっては、その旨を記載すること。

5 救急医療の提供の実績

(注)それぞれの患者数については、前年度の延べ数を記入すること。

括弧内には、それぞれの患者数のうち入院を要した患者数を記載すること。

救急用又は患者輸送用自動車 1台

救急用又は患者輸送自動車により搬入した

救急患者の数

4,086人

(  4,059人 )

上記以外の救急患者の数
3,659人

( 4,732人 )

合計
7,745人

(8,791人 )

6 救急用又は患者輸送用自動車
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(様式例第 14)地域医療従事者による診療、研究又は研修のための利用 (共同利用)のための体制が

整備されていることを証する書類

1 共同利用の実績

(注)前 年度において共同利用を行つた がある場合において、当該前年度の共同利用を行つた医
療機関の延べ数、これらの医療機関のうち開設者と直接関係のない医療機関の延べ数、共同利用

に係る病床の病床利用率を明記すること。

2 共同利用の範囲等

建物全部 (病棟、手術室等)、

設備 CT、 MRI、 RI、 血管連続撮影装置、腹部エコー他

機器 上記に付随する器械及び器具―式

(注)当 該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具のうち、共同利用の対象とする予定
のものを明記すること。

3 共同利用の体制            (
ア 共同利用に関する規定の有無 有
イ 利用医師等登録制度の担当者 氏 名 :

職 種 :事務
(注)共 同利用に関する規定が有る場合には、当該規定の写しを添付すること。

4 登録医療機関の名簿

対象述べ病床数 1,820床            ―

利用回数 4回
共同利用を行つた医療機関延へ数 4(①)
上記の内、開設者と直接関係のない医療機関の延べ数

共同利用率 100%(②/① X100)

利用延病床数 4床
病床利用率 0.22%

4(② )

医療機関名 開 設 者 名 住   所 主たる診療科名
地域医療支援病院開設者との経営上

の関係

別紙1のと

おり

注 当該病院と同二の 2次医療圏に所在する医療機関のみ記入する と

常時共同利用可能な病床数 20床



(様式例第15) 地域医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することの証明

1 研修の内容

2 研修の

(注)1 研修には、当該病院以外の地域の医療従事者が含まれるものを記入すること。
(注)2 (2)に は、前年度の研修生の実数を記入すること。

3 研修の体制
ア 研修プ由グラムの有無 有
イ 研修委員会設置の有無 有
ウ 研修指導者

別紙2の とおり

サ(1)地域の医療従事者への実施回数 16回

(2)(1)の合計研修者数 686人

研修指導者氏名 職  種 診療科 役 職 等 臨床経験数 特 記 事 項

医師 呼吸器内科 院長 44年 研修責任者

年

年

年

年

年

年

年

(注)教 育責任者については、特記事項欄にその旨を記載すること。



4 めの施設及び設備の概要
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半

施  設  名 床 面 積 設   備   概   要

講義室 93:05mド (主な設備)プロジェクターおよびモニター
/

研究室 14.35日だ
(主な設備)プロジ主クター、モニター、電
子カルテPC

ａｍ (主な設備)

浦 (主な設備)

２ｍ (主な設備)



管理責任者氏名 院長

管理担当者氏名

医事課長       薬剤部長
看護部長       総務課長
患者総合支援センター長

(様式例第16) 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法

(注) 「診療に関する諸記録」欄には、個々の記録について記入する必要はなく、全体としての管理
方法の概略を記入すること。

保管場所 分 類 方 法

診療に関する諸記録

病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手

術記録、看護記録、検査所見記録、エック

ス線写真、紹介状、退院した患者に係る入

院期間中の診療経過の要約

各該当課及び

室、科にて保

管

日誌、診療録、エックス線写真にて分

類

病院の管

理及び運

営に関す

る諸記録

共同利用の実績
患者総合支援

センター
年ごとに帳簿管理

救急医療の提供の実績 医事課 年ごと、月ごとにデータ管理

地域の医療従事者の資質の向上

を図るための研修の実績

総務課

医事課

患者総合支援

センター

年ごとにデータ管理

閲覧実績 医事課 年ごとにデータ管理

紹介患者に対する医療提供及び

他の病院又は診療所に対する患

者紹介の実績の数を明らかにす

る帳簿

患者総合支援

センター
年ごと、月ごとにデータ管理



(様式例第17) 診療並びに病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類
導亘

一 閲覧責任者氏名 院長

閲覧担当者氏名 医事課長

閲覧の求めに応じる場所 1階相談室

閲覧の手続の概要

依頼時に必要用紙に記載してもらい、本人確認をする。

後日書類の受け渡し等行う。

前年度の総閲覧件数 741牛

関 覧 者 別

医師 0件

歯科医師 0件

地方公共団体 0件

その他 74件



(様式例第18)  委員会の開催の実績

(注)委員会の開催回数及び議論の概要については、前年度のものを記載すること。

委員会の開催回数 4回

委員会における議論の概要

令和6年6月 18日  対面会議
令和6年9月 4日   対面会議
令和6年 11月 29日  対面会議
令和7年2月 26日  対面会議
<議題>
呵.患者数統計について

(1)患者数統計にういて

(2)歯科事業統計について

(3)診療科別患者数統計について

2.地域医療支援病院紹介率について     '
(1)地域医療支援病院紹介率について

(2)地域別紹介 コ逆紹介件数について

3.救急受入患者について

(1)救急搬入患者内訳について

(2)救急車搬送件数内訳について

(3)ヘ リ搬送内訳について

4.共同利用の実施について

5.相談件数等にういて

6.地域医療従事者に対する研修について

7.そのほか委員会全般についてのご意見 Bご質問等について
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(様式第19)  患者相談の実績

患者相談を行う場所 )(

主として患者相談を行つた者

(複数回答可 )

患者相談件数 4,231人

患者相談の概要

医療福祉相談人数は、2024年度 4,231人で前年度と比較すると 136人増加。相談内容は

退院 日転院調整の相談が最も多く、2023年度は 87.4%と上昇、平均在院日数の短縮傾向

により退院・転院促進が行われており、急性期治療後のリハビリテーシヨン及び療養に関

する相談が割合として最多。救急搬送困難症例の一時収容機能及び下り搬送機能を充実さ

せるため、即日の転院や早期転院パスによる転院調整も実施。         、

院内外との連携のもと各種専門相談 (脳卒中 日心臓病相談窓口、がん相談支援センタ
と

など)の相談体制を充実させ、患者や家族の不安軽減に努めている。相談内容は、医療費 ロ

生活費の問題、受診受療援助、療養中の生活課題、在宅ケア、家族関係の調整、受容援助、

心理社会的課題令の援助、住宅 日住居の相談、就労 口復学支援、その他に分類し把握。

退院時共同指導料は、2024年度は 2023年度と比較して 28件の増加で 60件実施。地域の

医療従事者との顔の見える連携を引き続き促進し、質の高い患者相談体制の整備に努め

る。

がん相談支援センターでは、ハローワークの出張相談等、仕事と治療の両立に向けた相談

支援を継続して実施中。広く地域住民へのがんに関する情報提供及び広報、相談支援等を

行つていく。

(注)患 者相談の概要については、相談内容を適切に分類し記載するとともに、相談に基づき講じ

た対策等があれば併せて記載すること。また、個人が同定されないよう配慮すること。



(様式第 20)

その他の地域医療支援病院に求められる取組みに関する書類 (任意 )

1 病院の機能に関する第二者による評価
① 病院の機能に関する第二者による評価の有無 (有)・ 無
口評価を行つた機関名、評価を受けた時期

令和5年 12月 に日本医療機能評価機構の病院機能評価認定病院 (一般病院2<3rdG:Ver.3.0>)受 審

。令和6年 6月 付けで更新。

(注)医療機能に関する第三者による評価については、日本医療機能評価機構等による評価があること。

2 たしている役割に関する情報発信

3 退院調整部門

4 地域連携を促進するための取組み

(有l・ 無① 果たしている役割に関する情報発信の有無
L情報発信の方法、内容等の概要

定期的な広報紙の発行。
｀

定期的な病院ホ=ムページの更新。

無① 退院調整部門の有無
日退院調整部門の概要

退院調整部門の患者総合支援センターに部門専従社会福祉±1名 、専任看護師1名 、退院支援職員 (

社会福祉±6名 、看護師3名 )を配置し、病棟担当制をとり退院支援スクリーニング・アセスメント

シー トを用いて退院支援が必要な患者を抽出し、急性期病院として入院早期から相談対応し退院、

転院、在宅移行を円滑にできるよう患者や家族の相談支援及び退院調整を行つている。

① 地域連携クリティカルパスの策定 r→L無
H策定した地域連携クリティカルパスの種類 日内容  |

肺がん、胃がん、大腸がん、肝がん、乳がん、前立腺がん、膵がん

上記疾患において関連医療機関と連携をとりながら運用している。

E地域連携クリティカルパスを普及させるための取組み

医療機関の連携を強化し、利用率を向上させていく。





(地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター開放病床運営要綱 )

地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター

開放病床運営要綱

(趣 旨 )

第 1条  この要綱 は、長崎みな とメデ ィカルヤ ンター (以 下「当院」とい う。)
に設置す る開放病床 の運営に関 し必要な事項 を定めるもの とす る。

(定義 )

第 2条  この要綱 において開放病床 とは、登録 医 (第 4条第 2項 の規定 によ り

認定証 を交付 された者であって、同条第 5項 の規定によ り取 り消 しされてい

ない ものをい う。以下同 じ。)が 当院 に診療情報提供書 を提供 し、入院 させた

忠者 に対 し、当院に勤務す る医師 (以 下 「病院医」とい う。)と 共 同 して治療

にあた る当院内の病床 をい う。

(開 放病床 の利用者 )

第 3条  開放病床 を利用す ることができる者 は、登録 医 とす る。
(登録 医の認定)―

第 4条  開放病床 を利用 しよ うとする 医師は、長崎みな とメデ ィカルセ ンター

登録 医申請書 (第 1号様式 )に 、次の各号に掲 げる医師の区分 に応 じ、それ

ぞれ 当該各号に掲げる書類 を添 えて、院長 に申請 しなければな らない。

(1)歯科 医師以外 の医師 長崎みな とメデ ィカルセ ンター登録医情報 (医科 )

(第 2号様式 )

121歯科 医師 長崎みな とメデ ィカアレセ ンター登録 医情報 (歯科 )(第 3号様
式 )

2 院長 は、前項の規定による申請があった ときは、その内容 を、審査 し、認定
す ることを決定 した ときは、認定証 (第 4号様式 )を 当該 申請 を行 った者 に

交付す るもの とす る。

3 第 1項 の規定による申請内容 に変更があうた ときは、速やかに長崎みな と
メデ ィカルセ ンター登録 医変更・辞退届 (第 5号様式 )を 院長 に提 出 しなけ

ればな らない。                    
｀

4 登録 医の認定については、辞退の申 し出がない限 り、毎年 自動更新 とす る。
5 院長 は、登録 医 として不適格 と判断 した場合 は、登録 医の認定 を取 り消す
ことができる。      ,
(規程 の遵守)    i

第 5条  登録 医は、当院で共同指導 を行 うに当た り、当院の諸規程 を遵守 しな
けれ ばな らない。
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(上仲方独立行政法 人長崎市 騰赤′と`カメデ才カルセンタ― F千耳描病庁太揮営募網 )

云
国
〓

(開放病床 の利用 )

第 6条  登録 医は、開放病床 の利用 に当た り、あ らか じめ患者 に対 し、開放病

床 について十分 に説 明 し、患者 の同意 を得 なければな らない。

2 登録 医は、患者 を開放病床 に入院 させ よ うとす る場合 は、病院医に対 し、

診療情報提供書への記入その他の方法 によ り、その 旨を申 し出なけれ ばな ら

ない。

3 前項の規定にかかわ らず、患者が緊急で入院 した場合であつて、登録 医が

当該患者 を開放病床 に入院 させ よ うとす るときは (病院 医に対 しその 旨を申

し出なけれ ばな らない。 この場合 において、登録 医は、当該 申 し出を行 う前

に当該患者又 はその 家族 に対 し、開放病床 について十分 に説 明 し、その同意

を得 るもの とす る。

4 前項 の同意 は、当該登録 医の申 し出によ り、当院の職員 が忠者又はその家

族 に対 し、開放病床 について十分 に説明 し、その同意 を得 ることをもつて こ

れ に代 えることができる。

5 病院医は、第 2項又は第 3項 の規定 による申し出があつた ときは、当該患

者 を診禁 した うえで、開放病床 の利用 の可否 を決定 し、その結果 を登録 医に

連絡 しなければな らない。

6 開放病床 の入院に係 る期間は、原則 として 2週 間以内 とす る。

(共 同指導 )

第 7条  登録 医は、病院医 と協議 の うえ共同指導 を行 うもの とす る。
2 入院期 間中は、病 院医が主治医 とな り忠者 の治療 にあたる。
3 登録 医の共同指導にあたつては、名札及び 白衣 を着用す るもの とす る。
4 登録 医が行 う共同指導の範 囲は、 日頭 による説 明のみ とす る。
5 共 同指導 を行 う時間については、当院の休 日を除 く月曜 日か ら金曜 日まで

の午前 8時 45分 か ら午後 5時 30分 まで とす る。ただ し、病院医が特 に必

要 と認 めた場合は この限 りではない。

6 登録 医が開放病床 で共 同指導 を行 つた場合、その共同指導 に関す る事項 を

登録 医及び病院医は、当院の診療録 に記載す るもの とす る。

(医事紛争姑応 )

第 8条  共 同指導時に生 じた医事紛争 については、病院医及び登録 医が協力 し

て対応 しなければな らない。

2 共 同指導の際に患者、家族その他 関係者 に損害を与 えた ときは、原則 とし

て当院が加入す る損害賠償保険 を適用す る。ただ し、登録 医に重大な過失が

ある場合 は、当院が負担 した費用の一部又は全部 を当該登録 医に求償す るこ
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(地方独立行政法人長崎市立病院機構長崎みなとメディカルセンター開放病床運営要綱)

とができる。

(登録医の業務災害 )

第 9条  登録医が共同指導中に災害を被ったときは、当該登録医が加入する労
働者災害補償保 [父、傷害保「父その他 これに準ずる保険により封処するものと

する。
｀

(登録医の研修 。共同利用等 )

第 10条 病院医は、当院が実施する症例検討会、院内研修その他の会議に登
録医を参加 させ ることができる。

2 登録医は、当院の会議室、図書室その他病院医が必要 と認める施設を利用
することができる。

(委任 )

、平成 24年 4月 1日 か ら施行する。

、平成 26年 4月 1日 か ら施行す る。

、平成 27年 4月 1日 か ら施行す る。

平成 29年 1月 1日 か ら適用す る。

附 則
この要綱 は、平成 29年 8月 1日 か ら施行す る。
附 則

この要綱は、平成 30年 4月 10日 か ら施行 し、平成 30年 4月 1日 か ら

適用す る。

附 則
(施行期 日)

1 この要綱 は、平成 30年 9月 26日 か ら施行す る。

(経過措置 )

2 この要綱 の施行 の際現 に改正前 の地方独 立行政法人長崎みな とメデ ィカ
ルセ ンター 開放病床共 同指 導登録 医運営要綱 の規 定 に よ り登録 医の認定 を

受けた者 は、改正後の第 3条 による認 定を受 けた もの とみなす。
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第 要綱 に定めるもののほか必要な事項 は、別 に定める。

、平成 29年 4月 1日 か ら施行 し、第 3条第 5項の改正規定は、
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(1・1,方れ立行政法 人長障市立病 ′」|カ メデ ッrカルセ ン′ター F,ロナ府病 床穏営軍綱Ⅲ

旨
璽

一

この要綱は、令和 2年 4月 1日 か ら施行する。

附 則
(施行期 日)

1 この要綱は、令和 6年 6月 11日 か ら施行する.。

(経過措置 )

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の地方独立行政法人長崎
みなとメディカルセンター連携医運営要綱 (以 下「旧要綱」とい う。)第 3条

第 3項 の規定により連携医の認定を受けた者は、この要綱による改正後の地

方独立行政法人長崎みなとメディカルセンター開放病床運営要綱第 4条第

2項 の規定により登録医の認定を受けたものとみなす。

3 旧要綱に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用する
ことができる。
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長崎みなとメディカルセンター 連携医一覧 (令和7年 3月 31日現在 )

血 関名 医師 !

1 奥 保彦

2 隆杉 正 i l日

3 白井小児クリニック 永野 清昭

4 の 1 7 法村 大

5 坂口 !

6 や
'

卜い ′ヽ| 楊井 正 1

7 や
'

′ヽJヽ 楊井 章 i E
8 土屋 知甚

9 : 柴田 茂兵F

10 吉田医院 吉田 光夫
11 ロ 原口 千春

12 医院 米田 圭子

13 ,し ′ヽ 林  瓦衝

14

15 の

16 の :

17 あきよし都美内科クリニック 秋百 都美

18 はやしだ内科 林田 正文

19 岩永 信昭

20

21 元永内科クリニック 元永 ―郎
22 たく:ま医暁 詫摩 和Яニ

23 影浦内科医院 影浦 博信
24 公元クリニック 松元 定次

25 リニ 田

26 ′ト 植藤 」と

27 おくしまクリニック 福嶋 成幸
28 公 己内科医院 松尾 健吾

29 やまさき肉科医院 山崎 英文

30 田 田

31 落内科医院 落 義男
32 三瀬クリニック 慶瀬 弥ヨ

33 川原内科クリニック 川原 健治郎
34 白髭 !

35 麻生整形外科医院 麻生 英一郎
36 「ぎやま内科日】1化器科 山

37 サイノ舅 神経タト斗 道祖尾 1 1里

38 山 山

39 の 田 I 百 田

40 し′ 内 リニック 品川 達う

41 ] 難浸 裕ヨ

42 サ イ
凸
圧 石

43 高岸 有 f

44 ヨ村内] 中村 正幸

45 田 r ヨぢホ率 科クL 田中 とも !

46 田 r ヨ外 | リニック 研

47 み a形月 出度ふクリニック 畳  膏Eヲ(a Ⅲ

48 み ,うヽ り二 峯 友梨

49 冨崎 正 1

50 ゆきなりHクリニック 行成 辞家

51 田 : 藤田 5

52 高橋整形外科クリニック 高橋 克郎

53 !小児科医院

54 江上 直也

55 三 封 人 三浦 清種

56 「 三浦 佳盛

57 三浦産引人 梶村 秀歳:

58 「 三お甫 威
59 ヨゼフクリニック 高木 正剛

h 農日目名 医 | Wと 〓

60 ヨゼフクリニック 高木 正岡

61 田中 司

62 おおみや小児科医院 大宮 朗

63 星子

'

子水

64 星子 i

65 )

66 れ
占
圧 1 公 伸久

67 !口小児科内科 二院 ! :口 手

68 I I 寸 ; F

69 田,I 田川 華劇

70 I 大 !入 呆 仁

71 コム ロ リニ 小室 暫

72 ! 赤司 有史

73 り 上戸 恵高

74 :: 』  ― :

75 クリニック
76 ひ 院 1 F

77 〕 i井 J ]

78 花みずきレディースクリニック ill骨 F

79 ス : ミ塚 邦 , 云

80 花みずきレディースクリニック 宮本 正史

81 赤澤内科クリニック 立ミ澤 : R子
82 冨永小児科医院
83 多田レディースクリニック 多田 ! ![

84 高木クリニック 高木 | と二

85 田 ′lヽ コヨ田 臣!也

86 西じま内科クリニック 西

87 はまのまち内科循環器内科 伊 , i昭
88 おおつる内科医院
89 いと 伊ラ:昭 !

90 こが内科外科クリニック 盲賀 崇

91 :

〕 昆 l

92 安永脳神経外科 孵

93 ひさまつ腎日泌尿器科クリニック
94 ,I I 可

I

95 とんヽ え科 〔,II丼 L__

96 ほ―ム・ホスビス『]尾クリニック I

97 :| 文
98 】

99 野田消化器クリニック

100 うもむら産婦人幕

101 田 クリニック Б

102 : 己I

103 田 武田 宜士

104 うまもと肉科呼「 器クリニック

105 リニ 佐々野 利春

106 田 i田 |則T
107 田 津田 佳助

108 : 田 ζ

109 田 医 津田 祥夫
110 ぅとむら産婦人奉医院 金子 啓二郎

111 中山小児科クリニック 中山 紀男
112 田 石 , K圭介
113 つつみ内科クリニック 〕邑 恒雄
114 山川内科 山川 賢―

115 [

116 内 深

117 田 と田 i

118 山口内科日循環器内科 山口 達之
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長崎みなとメディカルセンター 連携医一覧 (令和7年3月 31日現在 )

血 医 E 名 三 1名

119 あんず整形外器 高木 兼司郎

120 みどリクリニッぢ
121 田

122 星 !

123 りゆうキッズクリニック 烏成

124 敏 番

125 : ヨ

126 完 池田 幸紀

127

128 諸 i正史
129 話熊医院

130 : テ

131 牟田肉科口循】

132 】ミ了吾

133 せ り二 瀬戸日 正幸

134

135 みきクリニック
136 :プ 伊

137 嬰川循環器内 i : II

138 ヽ一 7リニック 片   [

139 ら 子

140 阿保外科医院 阿

141 え
1 司

142 :J 佐 ,

143 :

144 まさき内科呼吸器クリニック

145 :

146 木谷医院
147 山の手クリニッぢ7 中谷 晃

148 はらかわ内科クリニック 原川 誡二郎

149 松元 1)カバ :J‐――ぢ 士
心

150 り二 金子 昌辛

151 右 田

152 立石 訓己

153 囁見台山中クl ,ニッ`

154 谷川放射線科唇 谷川 健

155 きのしたこどもち:

156 り内 小森 累敬

157

158

159 公 征生

160 天野 秀明

161 ハンモト耳鼻咽コ 二院 ミ清

162 佐藤和眼科医岡 佐 | :和雄
163 松本循環器肉 i 11ヽテ

164 し I 雌

165 高原中央医院 [聡
166 須 | 子

167 さかもとクリニック R晃

168 公 三

169 柔平外科医院 異ニ

170 緑肉科クリニッぢ7 Я 入光

171 なかお耳鼻咽田兵科
172 矢上藤尾大坪タ 腸科 藤

173 黒部 勝則

174 中叫:三
175 .:) 坪井 雅彦

176

177 田 田

血 ζ

178 清原寵内科 I ]夫

179 】 封i原 】

180 木下漢方内科クリニック 木 下 F生

131 7リニック k山 和人
182 石川 石川 秀文

183 F田肉科 目腸 肉科 医陽
「田 ヨi之

184 田 戸田 源ニ

185 〉療所 1 太

186 :ヨ 汗
187 日 E子

188 ち1野 恵理

189 原田 夏―

190

191 口 盈科医院 出口 雅浩

192 ヒがわ内手 田 樹

193
ｂ
嘔

| 睦 写

194 もリハートクリニック ヨR秀
195 欄 ヽ恵理子

196 猪狩医陽 猪狩 民生

197 田 j l田 弘行

198 やなぎクリニック 柳 忠宏

199 うなぎクl ,ニック 柳 ;

200 さくら内率 佐々木 豊裕

201 世 L J元 夢1文

202 たじま内| 消化器内科 田 堡

203 「 〔郎

204 リニ 〕 i本 正博

205 つ 田因喉科クリニック 】

206 石 川 石川 壽

207 こ坪外科 胃腸科 :2'〔

208 山 口 山口 重嘉

209 』口整形
'

,科医院 l 1口 i It専

210 みしま内
'

リニック 三 雌15
211 崎肉科 環器科 「 【樹

212 Jニック 舅
ヒ

213 し 7リニック 「 裕

214 はたち耳J L咽喉科クリニツク 劇地 ; i輔

215 「

216 かたやまハィトケアクリニック ナ 山

217 川崎医院 ] 阻「 子

218 山聞i'
219 おくの内科クリニック 晏 ,1 一 郎
220 里 : 上 斤里 奎

221 新里クリニック浦上 暁

222 I 上 松下 月

223 井川内科医院 井川 長年

224 ス : 糸柳 則昭

225 :ヴ 公尾 敦

226 』崎墾形 ,・科 医院 L ,二郎

227 馬】励是明

228 こつもと内 | 斗t麻酔科クリニック 二‖巨

229 イ 「 ヨ山 史生

230 Sぐし肉幕ド眼科 ′ :ヽ E=

231 し内 Ⅲ眼科 ′lヽ : I ,子

232 ,もぐち内|斗 ロ I去巨

233 E 1
【

234 :中外科 哲神経外科 医院 =r =正 i 日

235 アか し クリニック r 電

236 工記念 邑崎病院 こ隆
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長崎みなとメディカルセンター 連携医一覧 (令和7年 3月 31日現在 )

血 医

237 ドん`さき
'ヽ

―トクリニック 子

238 い

239 たちばなベイクリニック 今 i 寸 剛

240

241

242

243

244 田中皮ふ科医院 田中 敬―

245

246 辺 山辺 滋

247

248 振 山下 三千ヨF

249 い 今 】

250 ,コニ1

251 はらだ内科医院 田

252 田

253

254 :

255 かご町サトウ医院 佐房:綾子
256 : t外科日婦人 |

257

258 r・ :

259 田 イ ス
Iヴ ク 田栗 博紹

260

261 し 坂井 健ニ

262 :崎駅前 ほんだ肉奉 日内視鏡クリf 田 ;

263 雪腸科もリクリニック
264 片由i智 =

265 異井 俊治
266 ] 大増 {鍵 , 蜃

267 :J 吉川 大介
268 か

269 香焼民主診療所 本石 裕也

270 中本 文星

271 り二 岩永 浩昭
272 珂ヽ関 弘展
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地域医療従事者に対する研修について(令和6年4月～令和7年3月 )

うち幌外参
れ阿人殺

20

36

39

9

14

13

17

15

24

41

19

32

3

16

2

318

参加人数

46

53

50

34

30

46

38

46

43

53

79

66

32

25

21

24

686

※勉強会のため
講師なし

講師 (敬称略)

(当院副院長兼消化器内科診療科長)

①
(当院薬剤部がん専門 葉剤師)
②
(申 部主任)

(当院乳腺・内分泌外科診療部長)

(長崎大学病院 臨床研究センター長)

(当院窪鍋多ち中辞拶 リハビ
リテーション部長)

(国際医療福祉
大学数 1母 )

(当院産科・婦人科診療部長)

LLC CEO:緩和ケ(h6spice mind
嶽 ‡看藍師う

(デイサービス センターサンハイツ所
岳う

(日本赤十宇牡痢歌山医療センター 患
者総合支援センター 在宅看護専門着
護師)

①
(当院小児科診療部長)
②
(当院栄善管理部係長)

プAビリテー(当院整形外科診療科長兼 :

シヨン部長)

①
(アイン菜局長崎中央店葉剤師)
②
(当院薬剤部薬剤師 )

(当院整形外科診療科娠兼 リハビリテー

シヨン苗転勃

(長崎市薬剤師会常務理事、広域病院対
策委員長、有限会社トマト・フアーマシー
とまと薬局代表取締役)

合計

演題

脂肪肝の治療

長崎みなとメディカルセンタエ敷命敷急センター・長崎市 消防局合同勉強会

①妊娠・授乳と薬 葉剤師オロ談対応業務の体制整備と現在地
②妊婦・授乳婦に対する薬剤師の役割
～ブランデイングの観点から～

甲状腺の手術について～手術適応からビデオ補助下手術(VANS)まで～

医療機関が治験で順守すべきことについて

いまさらヒHこ問けない骨粗継症の基本

卒前・卒後教育の流れにおける現状の課題と解決へのアプローチ

女l生特有の疾患と女性ホルモン

住み憤れた地域で暮らし続けるために
～ホスピスマインドを持つた関わり～

介護と医療を考える講演会

退院後の生活を見据えた入退院支援

①小児の食物アレルギーに ついて
〇食物アレルギー児の食事に ついて

変形性関節症について

①当薬局におけるトレーシングレポートの運用
②トレーシングレポートの課題を考えてみる

と現状について

がんロコモ・がんのり八ビリテーションについて

Hb剪におけるトレーシングレポートを含めた期
～自局における癌w尚姑辟稿尿病患者等への取組み～

令和6年8月 16日 (金 )
18:00～ 20:00

開催日時

令和6年8月 9日 (金 )
18:00～ 19:00

令和6年9月 19日 (木 )
19:00～ 20:30

令和6年10月 10日 (木 )
18:00～ 19:00

令和6年刊月19日 (火 )
18:00～ 19:OO

令和6年12月 6口 (金 )
18:00～珂9:00

令和7年1月 15日 (水 )
耳8:00～ 19:30

令和7年1月 30日 (木 )
18:00～ 19:00

令和7年2月 5日 (水 )
17:30～ 18:30

令和7年2月 5日 (水 )
18:00～ 19:30

令和7年2月 7日 (金 )
18:00～ 19:30

令和7年2月 13日 (木 )
18:00～ 19:30

令和7年2月 28日 (金 )
18:00～ 19:00

令和7年3月 12日 (水 )
19:15～ 20:00

令和7年3月 14日 (金 )
18:00～ 19:00

日(火 )
:10

令和7年3月 25
19:00～ 20

No

①

②

◎

④

⑤

④

⑦

①

◎

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑭




